
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請方法：オンライン申請 
 
更新対象者のマイページ上に「更新手続きをする」ボタンが 
表示されます。 

 
 
 
申請期間： 
 
２020年 10月 1日（木）～2021年 2月 28日（日） 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

＊問合せ先 

公益財団法人テクノエイド協会 普及部 

〒162-0823東京都新宿区神楽河岸 1-1 セントラルプラザ 4階 

TEL:03-3266-6884 FAX:03-3266-6885 

E-mail: fukyu@techno-aids.or.jp 

 

 

2020年度 福祉用具プランナー 
更新手続きのご案内 

公益財団法人テクノエイド協会 



■福祉用具プランナー更新手続きについて 

福祉用具プランナーの更なる質の担保・向上を目指し、また、福祉用具関連情報を速やか

に提供するために、2015（平成 27）年度より登録・更新制を開始しています。 

 

■福祉用具プランナー更新対象者 

2014（平成 26）年度までに福祉用具プランナーを取得して、未更新の方 

今年度に初回の更新をしてください。その後は 5年毎の更新となります。 

初回の更新では、指定研修の受講日は問いません。 

 

2015（平成 27）年度の福祉用具プランナー取得者および更新者 

 

■更新要件 

福祉用具プランナー取得または前回の更新の後、下記１～３のいずれかを満たしているこ

とが必要です。 

１.【指定研修】のうち、１以上の研修等を修了していること 

２.【指定資格】のうち、１以上の資格を取得していること 

３.福祉用具プランナー研修において講師実績のあること 

（講師実績が 5年間なければ、講師登録は抹消されます。） 

 

なお、福祉用具プランナー管理指導者、専門作業療法士（福祉用具）、認定理学療法士（補

装具）については、上記更新要件１～３を満たす必要はありません。ただし、5 年毎の更新

申請は必要です。 

 

【指定研修】 

①リフトリーダー養成研修 主催：テクノエイド協会他 

②可搬型階段昇降機安全指導員（基礎講習） 主催：テクノエイド協会 

③高齢者のための車椅子フィッティングセミナー 主催：テクノエイド協会他 

④車椅子姿勢保持基礎講習（高齢分野/障害分野） 主催：テクノエイド協会 

⑤福祉用具を安全で安心に利用するための基礎セミナー 主催：テクノエイド協会 

⑥福祉用具・介護ロボット講師養成研修 主催：テクノエイド協会 

⑦車椅子・シーティング基礎（技能者）講習 主催：日本車椅子シーティング協会 

⑧シーティングエンジニア養成講習 主催：日本車椅子シーティング協会 

⑨車いす安全整備士 主催：日本福祉用具評価センター 

⑩おむつフィッター 主催：はいせつ総合研究所 むつき庵 

⑪福祉用具プランナー研究ネットワーク主催の研修（地区会主催含む）または研究大会 

⑫介護実習・普及センター等が主催する実技研修（プランナー等のスキルアップ研修） 

⑬その他、テクノエイド協会が指定研修に該当すると認めた研修 

 

現在、ｅラーニング形式による指定研修（ICFの視点で考える福祉用具と生活環境整備）

を作成中です。準備でき次第、ホームページやお知らせメールにてご案内いたします。 



【指定資格】 

作業療法士、理学療法士、看護師、保健師、介護福祉士、社会福祉士、義肢装具士、 

介護支援専門員、建築士 

 

■更新手続き方法 

オンラインによる手続きとなります。 

①「福祉用具プランナー情報システム」（以下、「システム」）にログインします。 

https://www6.techno-aids.or.jp/ 

②トップ画面に表示される「更新手続きをする」ボタンをクリックします。 

③画面に従い更新手続きを行います。 

④申請内容承認後、更新料お振込みのご案内がメールにて送信されます。 

 

ID やパスワードを忘れた場合は、ログイン入力画面で氏名・生年月日・メールアドレスを入

力し、登録した情報と一致すればメールに通知されます。 

オンラインによる手続きができない場合は、テクノエイド協会普及部までご連絡ください。 

 

申請後に登録情報の変更があった場合は、システムから変更してください。特に、メールア

ドレスが変更になった場合は、案内が届かなくなりますので、ご注意ください。 

 

■認定証・認定カード 

更新手続き完了後、福祉用具プランナー認定証が発行され、システムより確認・印刷が可

能となります。 

 

また、希望者には福祉用具プランナー認定カード（有料）を発行します。 

カードの発行を希望する場合は、手続き書類と併せて写真データを提出してください。 

 

写真データの条件：6ヶ月以内、脱帽、正面で撮影したもの（jpg、jpeg、gif、png、bmp） 

 

認定証・カードともに有効期限が記載され、期限を過ぎたものは無効となります。 

 

■更新料・カード発行料 

更新料：3,300円（税込）  

カード発行料：3,200円（税込） 

 

■申請期間 

2020年 10月 1日（木）～2021年 2月 28日（日） 


